
 

 

 

 

 

 
  

１ 寄宿舎とは 

寄宿舎は、学校から遠隔地に自宅があるなど、毎日の通学が困難な児童生徒の就学を保障す

ることを目的に設置されています。 

※近隣地域につきましては、通学でお願いしています。 

 

２ 本校寄宿舎で生活している人数 

令和８年度は小学部から高等部までの児童生徒、男子３９名、女子２１名、計６０名が生活 

しています。 

 

３ 舎生の生活 

(1) 日課については、web ページ上にある「寄宿舎の日課と行事」のページを御覧ください。 

(2) 入浴は週 2 回です。  

(3) 行事・余暇活動の充実を図っています。  

  （寄宿舎かんげい会、寄宿舎まつり、クリスマス会、おわかれ会、誕生会、平取高等学校と 

   の交流、平取町内の喫茶店・商店の利用、公園での遊具遊びなどの屋外活動） 

 

４ 職員について 

 (1) 職員は 2４名です。（令和８年度） 

 (2) 一人の職員が学部学年をまたいだ複数の児童生徒を担当します。 

 (3) 夜間勤務（宿直）も行います。 

 

５ 開舎・閉舎、お迎えについて 

 (1) 長期の休みは、閉舎します。週末の土曜日と日曜日は、御家庭で過ごすよう保護者の皆様

に御理解と御協力を頂いています。日曜日は、午後から開舎しています。ただし、受入れ

は、遠方の方のみとなっています。 

 (2) 発熱等、体調不良が見られたときは、御家庭からお迎えに来ていただきます。静養や通院 

は、基本的に御家庭で対応していただきます。  

 

６ 生活に掛かる主な費用について 

  寄宿舎の生活に掛かるお金は、保護者負担となります。 

 (1) 余暇活動費《今年度は 3, 000 円》 

行事や余暇活動に掛かる経費が、余暇活動費となります。年度始めに徴収します。 

 (2) 食費《夕食代と朝食代》 

※就学奨励費の対象となっており、3 段階の区分に応じて支給されます。 

(3) 洗濯洗剤やシャンプー等の消耗品につきましては、現物を持参していただきます。 
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